
□確認申請から検査済証交付までの流れ（概要）  [京都市役所に申請する場合] 

 
             構造計算適合性判定が必要な建物については事前にご連絡ください。 

市役所内関係課とあわせて消防同意事務センターとも事前協議をお願い

します。 

  

確認申請の受付は建築審査課で受付します。 

受付時間は，9:00～11:00 及び 13:00～15:00 に限らせていただきます。 

受付の際，受理時の審査を行います。 

受理時の審査で大きな不備等がある場合は受付できないことがあります

のでご注意ください。 

＜提出部数＞ 

             2 部（正・副） 

              

              

              

             建築審査課より消防同意を行います。 

             消防不同意の場合は確認済証を交付できませんのでご注意ください。 

             建築審査課で建築基準関係規定に適合しているか審査を行います。 

 

 

 

 

 

             建築審査課で確認済証をお受け取りください 

 

 

             中間検査対象建築物の場合は，建築審査課で中間検査の申請を行ってくだ

さい 

 

 

 

 

 

                計画変更等の手続きを行った後，再度中間検査を受検してください 

 

             建築審査課で中間検査合格証をお受け取り下さい 

 

             建築審査課で完了検査の申請を行ってください 

 

 

 

 

 

 

             建築審査課で検査済証をお受け取り下さい  
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